
従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収をしなければなりませんか？

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、 かつ、 ４月 1 日において給与の支払いを

受けている場合は、原則として個人住民税及び森林環境税を特別徴収の方法によって徴収

することになっています。

従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが？

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税及び森林環境税を特別徴収

しなければならないことになっています。従業員個々の希望により普通徴収を選択することが

できる制度ではありません。

特別徴収のメリットはなんですか？

毎月の給与から天引きされるため、従業員の方が納期ごとに金融機関等へ行く手間が省け

る上、 納め忘れがなくなります。また、 普通徴収では年４回の支払いですが、 特別徴収は１２

か月に分割して毎月の給与から天引きされますので、１回あたりの負担が少なくてすみます。

※　普通徴収とする場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収該当理由書」を併せて提出して

ください。また、個人別明細書の摘要欄に該当する記号（普Ａ～普Ｆ）を記載してください。

　（eLTAX 等の電子媒体をご利用の場合は、 該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力し、

摘要欄に該当する略号を記入してください。なお、普通徴収該当理由書の添付は不要です。）

⑥

税の納入


